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2021 年度 第 3 回 9 月 

早慶上理・難関国公立大模試 

日本史Ｂ・採点基準 

 

単答問題部分 
◆単答問題・共通の原則◆ 
１．漢字で書くべき用語（語句）のひらがな表記には得点を与えない。また，ひらがなで書くべ

き用語（語句）の漢字・カタカナ表記，カタカナで書くべき用語（語句）の漢字・ひらがな

表記にも得点を与えない。漢数字を含む用語(語句)について，数字を算用数字で示した表記

も得点を与えない。 

２．判読しにくい文字についてはできるかぎり善意に解釈して採点する。 

３．部分点は設けない。 

４．「漢字○字で」と指示した設問に対して『』を加えて字数を一致させた答案を示した場合，『』

は漢字ではないなどの理由から不正解とする。 
  事例） 「漢字５字で」…   ○建武年間記  ×『建武記』 

 
１ 原始・古代の史料（２点×10＝20点） 

＊注意事項・許容解など 

特になし。 

 

２ 中世の寄進と法（２点×８＝16点） 

＊注意事項・許容解 

特になし。 

 

３ 寺子屋と私塾（２点×10＝20点） 

＊注意事項・許容解など 

特になし。 

 

４ 近代の日本外交とアメリカ大統領（２点×10＝20点） 

＊注意事項・許容解など 

特になし。 

 

５ 日本社会党（２点×７＝14点） 

＊注意事項・許容解など 

特になし。 
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論述問題部分 

◆論述問題・共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものはアミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１

点のものは下線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で

示した事項，< >内に示した事項に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについて

は※で示してある。 
２．歴史用語等（太字で表示）についての誤字，漢字で記すべき語句のひらがな・カタカナ表記，漢

数字を含む用語（語句）への算用数字をもちいた表記は，それが加点要素に直接関係する場合，

漢字 1 文字分につき１点減点とするが，脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点。同一

語句・文字がくりかえし誤っている場合は，それぞれを減点の対象とするのではなく，まとめて

１点減点とする。加点要素とは直接関係しない箇所に誤字があった場合，減点しない。 
３．制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案上に明示されていなくても良い 

２.<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案上に明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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２ 中世の寄進と法 

問９ 

◆加点要素の合計４点→４点満点◆ 

◎1180年に始まった戦乱 

a 治承・寿永の乱 ………１点以内 

◎東大寺が被害を受けた事件 

b 南都焼打ち ………１点以内 

◎東大寺の復興 

c 重源による ………２点以内  

 

５ 日本社会党 

問６ 

◆加点要素の合計６点→６点満点◆ 

◎「問題」 

a 公害病 ………１点以内  

b 水俣病と四日市ぜんそくとイタイイタイ病 ………２点以内 

※３件すべてを示した場合のみ加点対象とする 

◎「問題」への対策 

c 佐藤栄作内閣による ………１点以内   

d <1967年に>公害対策基本法を公布した ………１点以内 

e <1971年に>環境庁を設置した ………１点以内 

 


